
 
監査結果公表第１７－６号 
 
 

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知の公表について 
 
 
 次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第１９９条第１２項及び 
八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。 
 
 
平成１７年６月２日 
 
                    八尾市監査委員   西 浦  昭 夫 

                       同      北  山  諒  一 

                       同      三 宅   博 

                       同      田 中 久 夫 

                                                 

 
 

記 
 
 
１ 措置の通知 

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知 
第２回工事監査 

平成 15 年度恩智川東排水区第 10 工区下水道工事 

第３回工事監査 
平成 15 年度八尾排水区第 11 工区下水道工事 

平成１７年４月２７日付け八土下建第６８９号 
 
２ 問合せ先 

八尾市本町一丁目１番１号  
八尾市監査事務局 

電話番号 0729－24－3896（直通） 

 
３ その他 

措置の通知については、市役所３階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できま

す。 



八土下建第   689 号 

平成 17 年 4 月 27 日 

 

八尾市監査委員  西 浦 昭 夫 様 

同     北 山 諒 一 様 

同     高 田 寛 治 様 

同     西 川 訓 史 様 

 

 

八 尾 市 長 仲 村 晃 義  

 

 

監査の結果に対する措置の通知について 

 

 

 平成１６年１２月２７日付け監査報告第１６－９号の、随時監査の結果に基づく措置を

別紙のとおり講じましたので、地方自治法第１９９条第１２項の規定により報告いたしま

す。 



下水道部下水道建設室 

平成 15 年度恩智川東排水区第 10 工区下水道工事 

 

指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

措置状況 4.その他（継続取組中） 

従前から工法選定時には様々な工法について経済性・安全性・施

工性等について比較検討（JSG も含む、様々な工法検討）しており、

設計時点においても地下深くの土質の状態を調査し、その時点での

最良の工法を採用しているものでありますが、施工時点において地

下水の状態等変化する場合もありますので、施工段階で再度検討を

加え、最良の方法で施工しています。 

 

措置状況 4.その他（継続取組中） 

現行の基準では落差が 60cm 以上あるとその落差に対する対応策

を講じることとなっていますが、人孔の構造によっては副管が設置

できない場合もあり、その際には石張りを施すこととしています。

また、副管が人孔内にあると、水の流れを阻害する場合もありま

すので、これも含めて今後さらに検討していきます。 

 

 

措置状況 4.その他（継続取組中） 

計画・設計内容について 

・割込み人孔部の地盤改良につ

いて本工事では、水ガラス系

の二重管ストレーナ複相式注

入方式から止水性の確実なＪ

ＳＧ（セメント系地盤改良）

工法に変更していたが、今後

同種の工事では当初から当該

工法を検討されたい。 

 

 

・最上流端人孔は下水落下対策

について、底面には石張り施

工を行って磨耗対策は行って

いるが副管が設置出来ていな

い為、周辺住民より落下音に

対する苦情が憂慮されるので

今後とも技術的な検討を加え

適切な方法を検討することが

望まれる。 

 

・本工事では関西電力の埋設管

との関係から、宅地から本管

への直接流入が何箇所かなさ

れているが、維持管理上好ま

しくない構造なので、今後と

も可能な限りこのような構造

とならないように努められた

い。 

 

本管の埋設深さが非常に深い場合につきましては、その上部にサ

ービス管を埋設して各家庭の汚水や雨水をとるのが原則としており

ますが、物理的な問題でサービス管を埋設できない場合や、公共桝

からの取付けがサービス管からできない場合が稀にあり、その場合

においては推進管から直接接続することがあります。 

今後においても維持管理面を十分考慮した上で設計施工してまい

ります。 

 

措置状況 4.その他（継続取組中） 工事積算について 

・今年度から泥濃式推進工法の 

積算基準が府から国土交通省

のものとなり、泥水式推進工

法の方が安価となる可能性が

でてくるので、今後の推進工

法の選定においては両工法の

コスト比較を管径、土質条件、

施工延長等の諸条件を十分に

考慮し選定されたい。 

 

従前から工法選定時には、様々な工法について経済性・安全性・施

工性等について比較検討しており、今後においても諸条件を十分考

慮に入れ工法選定していきます。 



  

指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

措置状況 1.措置済み（16 年 9 月 13 日） 施工計画書について 

・各宅地からの水路下越し取付

管工に関し詳細に記された

い。 

提出書類の手直しは完了しました。 

今後は、各工種において書類整備の指導を徹底します。 

 

措置状況 2.措置予定 施工内容について 

・管内への立入り調査を行った

結果では、接合部からの湧水

もなく全般に良好なものであ

ったが人孔底部石張りの最深

部が少しずれているところが

見られたので、今後、石張り

ブロックのサイズを小さくす

ることや施工法などの検討に

努められたい。 

 

 現在採用している石張りのサイズや施工方法が現時点では最良

の方法と考えておりますが、サイズにつきましては実態調査等を行

い、再検討していきます。 

措置状況 1.措置済み（16 年 8 月 30 日） 安全管理について 

・通行車輌や沿道車輌の出入り

に対し万全の安全対策を行っ

ておくと共に、立入り防護柵

を十分に設置して施工するこ

とが望まれる。 

 

 安全対策については、交通整理員の適切な誘導及び配置を見直し

し、また、立ち入り防護柵は、適切な配置をしました。 

なお、安全対策については、各現場において指導しており、また、

年２回安全対策研修会を開催して様々な安全対策ならびに危機管

理について喚起していますが、今後においてはさらに徹底していき

ます。 

 

措置状況 1.措置済み（17 年１月 31 日） 工期について 

・変更工期に対して少し遅れが

生じているものと判断される

ので工期変更については、早

期に判断し適切な処理を行い

今後の残工事の工程をよく把

握して工事管理に当られた

い。 

 

残工事の工程を見直し、契約変更（工期変更）して、適切な工程

管理に努め、工期内竣工しました。 

今後、工程についてよく把握し、適切な工事管理と適正な事務処

理をするよう努めていきます。 

 



下水道部下水道建設室 

平成 15 年度八尾排水区第 11 工区下水道工事 

 
指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

措置状況  4.その他（継続取組中） 計画・設計内容について 

・当初設計では下流人孔部の止

水対策工法は水ガラス系の二重

管ストレーナー複相式注入方法

となっていたが、立坑のコーナ

ー部に推進管が進入してくるこ

とから、請負業者からの施工承

認願いにより止水性の高いＣＪ

Ｇ工法（高圧噴射工法）に変更

されるとともに、上流側の人孔

部においても同様の工法に変更

され、約 1,700 万円の工事費の

増加が発生している。 

これらの変更は設計時点と施

工条件が異なったことによる変

更ではなく、より止水性の高い

工法の必要性を前提に請負業者

からの提案によるものとなって

いるが、本来は設計時点で設計

業者との協議によって行ってお

くことが望ましい。 

今後、出来るかぎり事前に工

法検討を詳細に行って工事発注

後に工事費の増額が発生しない

よう努められたい。 

推進工法の補助工法である地盤改良工法について、設計時点にお

いても従前から経済性・安全性・施工性等について十分比較検討し

ておりますが、地下水の変動等により影響される部分もあり、施工

段階において再調査ならびに再協議を実施した上で最終の工法決

定をしております。 

今後においては設計時点でより一層詳細な工法検討を実施して

いくよう努めていきます。 

 

措置状況 4.その他（継続取組中） 施工管理について 

・本工事の推進管の据付精度に

ついて、管理目標値として水平、 

鉛直とも±25mm が設定されて

おり、発進立坑から下流側の到

達立坑までの推進管の鉛直方向

据付精度は、最大値+25mm、水平

方向は急曲線部で外側に+20mm

となっていた。 

いずれも管理目標値以内に収ま

っていたが、鉛直方向の据付精

度では、中間部に縦断勾配が水

平に近い部分が生じているの

で、今後は管理目標値以内でか

つ縦断方向の勾配精度にも注意

されたい。 

推進管の据付精度については基準値として±50mm と設定してお

りますが、この基準値から逸脱し、修正不能とならないよう早期の

段階で協議をしていくために管理目標値を±25mm と設定しており

ます。 

しかし、大口径の推進となると計画勾配が非常に小さいことから

管理目標値さえ満足すればよいというものでもないので、今後にお

きましても出来形管理について注意し、指導を徹底していきます。

 

 



 

指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

措置状況 1.措置済み（16 年 11 月 2 日） 

注入作業の写真と施工位置がわかるよう写真に平面図を添付しま

した。 

なお、写真管理として、今後は平面位置も管理していくように指

導していきます。 

措置状況 1.措置済み（17 年 3 月 31 日） 

施工管理について 

・地盤改良工事の写真では地盤

の断面図は添付されていた

が、平面図も添付して対象と

なる注入作業の写真と施工位

置がわかるようにしておくこ

とが望まれる。 

 

 

 

・路面の沈下量について、土被

り厚さが4m余りと比較的浅い

こともあり最大30mm程度発生

している。このため、沿道家

屋のブロックなどの目地に開

きが生じていたとのことであ

るので、竣工時点で再度沈下

による影響の有無を調査して

おかれたい。 

推進工事を実施するにあたり、竣工まで定期的に路面管理は必ず

実施しております。 

また、沿道家屋においては、各々訪問し聞き取り調査を行い、工

事による影響が、確認されれば補修を行い現状復旧になるようして

おります。 

なお、本工区については、竣工時点で調査した結果、影響は見ら

れませんでした。 

 

 

措置状況 1.措置済み（16 年 11 月 2 日） 

ＳＲ推進管に限らず内径800mm以上の管渠につきましては目地の

内面仕上げがあります。これにつきましても、水の流れを阻害しな

いよう点検・検査を実施し処置を行いました。 

 

措置状況 1.措置済み（17 年 3 月 31 日） 

現場施工状況について 

・急曲線部ではＳＲ推進管が使

用されジョイント部は内側か

ら目地材が注入され表面をセ

メント系材料にて仕上げられ

ているが、この仕上げ材が少

し肉盛りされた状態となって

いる箇所が見られたので出来

るだけ平滑な仕上げとなるよ

う再度点検を行われたい。 

 

 

・今後は、上流側推進工事や人

孔の施工が行われる予定であ

るが、上流側立坑（ライナー

部）の施工時においては、歩

行者用通路に材料を存置する

ことがないよう点検するとと

もに夜間照明を点検して通行

車輌及び歩行者に問題はない

か確認されたい。 

安全管理につきましては最も大切な管理項目の一つであります

ので歩行者や車輌の通行に支障とならないよう、現場管理し完了し

ました。 

 

 


